
                  

女性活躍推進法に基づく認定制度の概要 
 
◆ 女性活躍推進法に基づく「認定」は、認定基準を満たす項目数に応じて３段階あり、認定を受けた企業は

認定マーク（愛称「えるぼし」）を商品や広告、名刺、求人票などに使用することができ、女性の活躍を推進し

ている事業主であることをアピールすることができる。 
◆ 認定基準 
 「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の５つの評価項目のうち、

基準を満たす項目数に応じて、１つ又は２つ満たせば認定段階１、３つ又は４つ満たせば認定段階２、全て満

たせば認定段階３となる。 
 満たさない項目は２年以上の改善実績が必要である。認定の段階に応じ、認定マークの星の数が異なる。 
 

認 定 の 段 階 
※ 法施行前からの実績の推移を含めることが可能 

 
 
 
 
 
 
 
 

認定段階 １ 

 

以下のいずれも満たすこと。 
● 次ページに掲げる５つの基準のうち１つ又は２つの基準を満たし、その実績を厚

生労働省のウェブサイト（※）に毎年公表していること。 
● 満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた当該基準に

関連する取組を実施し、その取組の実施状況について厚生労働省のウェブサイトに

公表するとともに、２年以上連続してその実績が改善していること。 
● 下の★印に掲げる基準を全て満たすこと。 

認定段階 ２ 

 

以下のいずれも満たすこと。 
● 次ページに掲げる５つの基準のうち３つ又は４つの基準を満たし、その実績を厚

生労働省のウェブサイト（※）に毎年公表していること。 
● 満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた当該基準に

関連する取組を実施し、その取組の実施状況について厚生労働省のウェブサイトに

公表するとともに、２年以上連続してその実績が改善していること。 
● 下の★印に掲げる基準を全て満たすこと。 

認定段階 ３ 

 

以下のいずれも満たすこと。 
● 次ページに掲げる５つの基準の全てを満たし、その実績を厚生労働省のウェブサ

イト（※）に毎年公表していること。 
● 下の★印に掲げる基準を全て満たすこと。 
 

★ 次ページに掲げる基準以外のその他の基準は以下の３つです。 
  ●事業主行動計画策定指針に則して適切な一般事業主行動計画を定めたこと。 
  ●定めた一般事業主行動計画について、適切に公表及び労働者への周知をしたこと。 
  ●女性活躍推進法及び同法に基づく命令その他関係法令に違反する重大事実がないこと。 
※ 厚生労働省のウェブサイトとは、厚生労働省「女性の活躍・両立支援総合サイト」内の 

「女性の活躍推進企業データベース」 http://www.positive-ryouritsu.jp/index.html 

社会福祉法人見附福祉会 



認定基準（女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準） 
 
◆ 下線部は 社会福祉法人見附福祉会 様が、満たした基準です。 

評 価 項 目 基 準 値 （ 実 績 値 ） 

①採用 

男女別の採用における競争倍率（応募者数／採用者数）が同程度（※）であること 
（※直近３事業年度の平均した「採用における女性の競争倍率（女性の応募者数÷女性

の採用者数）」×０．８が、直近３事業年度の平均した「採用における男性の競争倍率（男

性の応募者数÷男性の採用者数）」よりも雇用管理区分ごとにそれぞれ低いこと） 

②継続就業 

ⅰ）女性労働者の平均継続勤務年数÷男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管

理区分ごとにそれぞれ７割以上であること 
又は 
ⅱ）「10 事業年度前及びその前後の事業年度に採用された女性労働者（新規学卒

者として採用された者に限る。）のうち継続して雇用されている者の割合」÷「10
事業年度前及びその前後に採用された男性労働者（新規学卒者として採用され

た者に限る。）のうち継続して雇用されている者の割合」が雇用管理区分ごとにそ

れぞれ８割以上であること 

③労働時間等の働き方 
雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間数の平均

が、直近の事業年度の各月ごとに全て４５時間未満であること 

④管理職比率 

ⅰ）管理職に占める女性労働者の割合が別に定める産業ごとの平均値（医療、福祉

業４３．９％）以上であること （※産業大分類を基本に、過去３年間の平均値を毎

年改訂） 
又は 
ⅱ）直近３事業年度の平均した「課長級より１つ下位の職階にある女性労働者のうち

課長級に昇進した女性労働者の割合」÷直近３事業年度の平均した「課長級より

１つ下位の職階にある男性労働者のうち課長級に昇進した男性労働者の割合」

が８割以上であること 

⑤多様なキャリアコース 

直近の３事業年度に､以下について大企業（※常時雇用する労働者の数が３０１人

以上の企業）については２項目以上（非正規雇用労働者がいる場合は必ず A を含む

こと）、中小企業（※常時雇用する労働者の数が３００人以下の企業）については１項

目以上の実績を有すること 
Ａ 女性の非正規雇用労働者から正社員への転換 
Ｂ 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換 
Ｃ 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用 
Ｄ おおむね３０歳以上の女性の正社員としての採用 

 
 
 

注） 雇用管理区分ごとに算出する場合において、属する労働者数が全労働者数のおおむね１割程度に満たない雇

用管理区分がある場合は、職務内容等に照らし、類似の雇用管理区分とまとめて算出して差支えないこと（雇用

形態が異なる場合を除く。）。 


